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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 

第21期 第21期

第20期第３四半期 第３四半期

累計期間 会計期間

会計期間 

自平成20年 自平成20年 自平成19年

５月１日 11月１日 ５月１日

至平成21年 至平成21年 至平成20年

１月31日 １月31日 ４月30日

売上高 （千円） 5,736,620 1,730,640 15,586,966 

経常損失（△） （千円） △82,392 △47,707 △16,751 

四半期（当期）純損失（△） （千円）　 △142,504 △48,150 △188,607 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円）　 － － －

資本金 （千円） － 594,500 594,500 

発行済株式総数 （株） － 31,000 31,000 

純資産額 （千円） － 1,008,972 1,151,477 

総資産額 （千円） － 2,376,840 3,111,308 

１株当たり純資産額 （円） － 32,547.51 37,144.44 

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △4,596.92 △1,553.23 △6,084.10 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円）　  － － －

１株当たり配当額 （円）　 － － －

自己資本比率（％） （％） － 42.5 37.0 

営業活動による
（千円）　   116,756 － 660,911 

キャッシュ・フロー

投資活動による
（千円） 81,351 － △177,332 

キャッシュ・フロー

財務活動による
（千円） △143,972 － △481,120 

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 152,585   98,449 

従業員数 （人） － 70 89 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年１月31日現在

従業員数（人） 70 (198) 

（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（パート・アルバイト社員、派遣社員）は（　）内に当第３四半

期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２．従業員数には、契約社員および嘱託社員を含んでおります。なお、当社から社外への出向者はありません。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

当第３四半期会計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

移動体通信関連事業 （千円） 1,325,667

固定通信関連事業 （千円） 4,814

その他事業 （千円） 3,641

合計 （千円） 1,334,123

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）販売実績

当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

移動体通信関連事業 （千円） 1,655,395

固定通信関連事業 （千円） 46,547

その他事業 （千円） 28,697

合計 （千円） 1,730,640

　（注）１．当第３四半期会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する

割合は次のとおりであります。

相手先

当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

金額（千円） 割合（％）

アイ・ティー・テレコム株式会社 588,455 34.0

ソフトバンクモバイル株式会社 537,540 31.1

株式会社ダイヤモンドテレコム 276,973 16.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

本文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 （１）業績の状況

  当第３四半期会計期間（平成20年11月１日から平成21年１月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した世界的な金融危機の影響を受け、株価の下落や急激な円高などにより、企業収益や

雇用情勢が悪化するなど景気の先行きは、急速に減速感を強める状況となりました。

  当社の属する通信業界におきましては、当第３四半期末における携帯電話・ＰＨＳ等の移動体通信サービス

への累計加入契約件数は 110,643千件となり、第３四半期会計期間における純増数は 945千件と前年同期比 32

千件（3.6％）の増加となりました。（注1）

  しかしながら、移動電話国内出荷台数実績（注2）は、各移動体通信事業者より順次導入された割賦販売制度

や低廉な通信料金の設定が可能な「新料金プラン」等、販売方法の大幅な変更に伴う買換サイクルの長期化に

より、平成20年４月から同年12月において、携帯電話およびＰＨＳを合わせ 28,033千台と前年同期に比べて △

25.7％減少し、市場は依然として低調に推移しております。

  また、固定通信分野におきましては、一般の加入電話を中心とした従来からの音声通信利用から高速大容量の

データ通信利用を目的としたインターネットの普及に伴い、ＦＴＴＨ（注3）やＤＳＬ（注4）を始めとするブ

ロードバンド化が進展したことにより、市場は急速に成熟化しつつあります。

  このような事業環境の中、当社といたしましては、主力事業である移動体通信関連事業において、割賦販売制

度の普及や低廉な料金サービスによる機種変更需要等、買換サイクルの長期化に伴う販売機会の急激な減少に

対し、前第２四半期会計期間に引き続き既存店舗の収益力強化に向けた「リエンジニアリング」を継続してま

いりました。

  固定通信関連事業におきましては、高速で大容量の通信が可能なＦＴＴＨサービスの社会への普及と共にＤ

ＳＬ利用者数は減少傾向にあり、固定通信分野での主力商品である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」のセット販売

は、販売回線数の減少と共に売上高の低下が予測されることから、今後の固定通信分野の主流であるＦＴＴＨ

サービスへの加入促進に注力してまいりました。

  また、その他の事業におきましては、新たな事業分野への取り組みとして、平成20年11月より中古携帯電話

「エコたん（注5）」の取扱いを開始し、当社の直営店舗である「イーブーム」ショップにおいて、中古携帯電

話の販売・買取りコーナーの増設や、中古携帯電話のクリーニングセンターの設置と合わせて店舗スタッフの

教育等、中古携帯電話「エコたん」の取扱い強化に向け注力してまいりました。

  これらの結果、当第３四半期会計期間における経営成績は、移動体通信関連事業および固定通信関連事業、並

びにその他事業に分類される中古携帯電話の販売を合わせ、売上高は 1,730百万円となりました。

  営業利益につきましては、業績改善の見通しが立て難い首都圏２店舗を閉店する等、コストの削減に努めてま

いりましたが、主力移動体通信関連事業での売上高減少をこれらのコスト削減で補うことができず営業損失 △

47百万円となり、経常損失 △47百万円、四半期純損失は △48百万円となりました。

  （注1）携帯電話およびＰＨＳの累計加入契約者数および純増数は、社団法人電気通信事業者協会のホームページから引用。

（注2）携帯電話およびＰＨＳの移動電話国内出荷台数実績は、社団法人電子情報技術産業協会協会のホームページから引用。

（注3）ＦＴＴＨとは、「Fiber To The Home」の略で、各家庭に光ファイバーを直接引き込み、高速の通信環境を提供するサービスを

いいます。

（注4）ＤＳＬとは、「Digital Subscriber Line」の略で、電話線を使って高速なデジタルデータ通信を行う技術をいいます。

（注5）「エコたん」とは、２次利用で環境にやさしい「エコロジー端末（たんまつ）」、安価で経済的な「エコノミー端末（たんま

つ）」の意味合いを持った造語であり、当社独自の商標であります。

（移動体通信関連事業）

  当第３四半期会計期間における移動体通信関連事業におきましては、各移動体通信事業者において導入され

た割賦販売に伴う端末機器の実質価格の上昇や、低廉な通信料金設定による顧客の囲い込みが急速に進展した

結果、モバイル・ナンバーポータビリティーを始めとする買換需要や高機能端末機器への機種変更需要の減少

と、各移動体通信事業者の顧客の囲い込みに伴う買換サイクルの長期化により、携帯電話等の端末機器の販売市

場は、非常に厳しい状況でありました。

  これら販売方法の大幅な変更に伴う影響は、前第２四半期会計期間に引き続き複数の移動体通信事業者の製

品・サービスを取り扱う情報通信ショップ「イーブーム」において顕著であり、当第３四半期会計期間中の冬

季ボーナス商戦やクリスマス商戦に伴う売上高、販売数量等の増加はあったものの、業績改善の見通しが立て難

い店舗を首都圏において２店舗を閉店したことにより、売上高は 1,655百万円、販売台数は 23,751台となりま

した。 
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（固定通信関連事業）

  当第３四半期会計期間における固定通信関連事業におきましては、主力商品である「ＡＤＳＬ付き電話加入

権」のセット販売は、光ファイバーサービス網の社会への普及と共に減少傾向にあり、市場が急速に成熟化しつ

つあることから、自社のコールセンターを活用したＦＴＴＨサービスの獲得に注力してまいりました。

  しかしながら、ＦＴＴＨサービスの獲得状況は、ＡＤＳＬサービスからの切り替えが一巡しつつあることや国

内景気の悪化にともなう消費マインドの低下と共に減少し、当第３四半期会計期間における売上高は8百万円、

契約獲得数は576契約となりました。

  また、電話加入権は、ＡＤＳＬ付きセット販売が家電量販店を始めとする取次店およびインターネットによる

ＷＥＢ販売での販売数が減少したことにより、売上高は37百万円、ＡＤＳＬ付き電話加入権の販売回線数は

2,986回線となりました。 

 

（その他の事業）

  当第３四半期会計期間におけるその他の事業におきましては、従来の新規需要や機種変更需要等に伴う端末

機器の販売に加え、新たな分野、新たな商材への取り組みとして、平成20年11月より中古携帯電話「エコたん」

の販売と買取りに注力してまいりました。

  中古携帯電話「エコたん」は、首都圏および関西圏の情報通信ショップ「イーブーム」２２店舗において、中

古携帯電話の販売を始め、同機器の買取りコーナーの設置や、買取り時における査定方法についてスタッフへの

教育研修を行う等、これら専門知識を持った従業員の効率的な配置により、事業基盤の強化に取り組んでまいり

ました。

  また、従来からの店舗の空きスペースを利用した「ワンコイン・フィットネス」や、携帯電話の販売時におけ

る各種の携帯コンテンツへの加入促進に引き続き注力した結果、当第３四半期会計期間における売上高は 28百

万円となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

  当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ54百万

円増加し、152百万円（前事業年度末の現金及び現金同等物の期末残高は98百万円）となりました。

　当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間の営業活動の結果、支出した資金は47百万円となりました。これは主として、仕入債務の

増加70百万円およびその他の増加74百万円を税金等調整前当期純損失46百万円、売上債権の減少126百万円およ

び棚卸資産の減少24百万円が上回ったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間の投資活動の結果、獲得した資金は6百万円となりました。これは、主として、固定資産の

取得による支出が4百万円あったものの、差入保証金の返還による収入が11百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間の財務活動の結果、使用した資金は16百万円となりました。これは主として、長期借入金

の返済による支出が16百万円あったことによるものです。 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、e－ＢｏｏｏＭ　川崎店を株式会社ヴィレッジに売却いたしました。

その主要な設備は、次の通りです。

事業所名(所在地)事業の部門別の名称 設備の内容
帳簿価額（千円） 従業員数

(人)建物 器具備品 合計

 ｅ－ＢｏｏｏＭ

川崎店　

(川崎市川崎区)　

 移動体通信 関連事業　 販売設備 13,428 3,491 16,920 
1

(5)

 

(2）設備の新設、除却等の計画

① 前四半期会計期間末に計画していた重要な設備の除却等の計画について、当第３四半期会計期間に完了したも

のは、次のとおりであります。

事業所名(所在地)
事業の部門別

の名称
設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数

(人)
完了年月

建物 器具備品 その他 合計

ｅ－ＢｏｏｏＭ

古川橋店　

(大阪府門真市)　

移動体通信

関連事業　
販売設備　 897 1,055－ 1,953

1

(4)　
平成20年12月 

ｅ－ＢｏｏｏＭ

小田原店

(神奈川県小田原市)

移動体通信

関連事業
販売設備 1,6751,920 － 3,595

1

(4)　
平成20年12月

ｅ－ＢｏｏｏＭ

川 口 店

　(埼玉県川口市)　

移動体通信

関連事業　
販売設備　 2,135 － 31 2,166

1

(2)　
平成20年12月 

  

② 当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

 （注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（パート・アルバイト社員、派遣社員）は（　）内に外数で記載し

ております。

２．従業員につきましては、全員配置転換を行いました。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式　 124,000

計 124,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年３月17日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式     31,000 31,000ジャスダック証券取引所

当社は単元株制

度を採用してお

りません。

計 31,000 31,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年11月１日～

　

平成21年１月31日

－ 31,000 － 594,500 － 264,700
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（５）【大株主の状況】

  当第３四半期会計期間において、株式会社 光通信から平成21年１月27日付の大量保有報告書の写しの送付が

あり、平成21年１月23日現在で1,551株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認

できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

  なお、株式会社 光通信の大量保有報告書の写しの内容は、以下のとおりであります。

大量保有者                          株式会社 光通信 

住所                                東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

保有株券等の数                      株式  1,551株

株券等保有割合                      5.00％

 

（６）【議決権の状況】

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年10月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

　①【発行済株式】

 平成21年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　－ － －

議決権制限株式（その他） 　－ 　－ －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　 31,000 31,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 31,000 － －

総株主の議決権 － 31,000 －

 

②【自己株式等】

 平成21年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
５月

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
平成21年
１月

最高（円） 82,00058,50050,60042,15037,80027,40020,60019,50017,500

最低（円） 37,70045,00040,95034,40026,50017,20017,50012,62014,000

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

  当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成20年11月１日から平成

21年１月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年５月１日から平成21年１月31日まで）に係る四半期財

務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 344,614 290,410

売掛金 613,224 1,048,774

商品 271,195 403,159

貯蔵品 1,158 2,762

前払費用 45,457 56,542

未収入金 117,438 27,142

その他 1,841 285

貸倒引当金 △70 △430

流動資産合計 1,394,860 1,828,646

固定資産

有形固定資産

建物 265,764 311,278

減価償却累計額 △105,838 △105,705

建物（純額） 159,926 205,573

工具、器具及び備品 277,708 303,844

減価償却累計額 △202,897 △196,618

工具、器具及び備品（純額） 74,811 107,226

有形固定資産合計 234,737 312,799

無形固定資産

商標権 752 840

ソフトウエア 21,411 31,532

のれん 4,087 5,100

電話加入権 18,863 18,794

その他 － 69

無形固定資産合計 45,115 56,336

投資その他の資産

出資金 400 415

破産更生債権等 2,471 1,470

長期前払費用 17,897 29,794

差入保証金 702,803 900,615

保険積立金 240 239

貸倒引当金 △25,841 △24,840

投資その他の資産合計 697,971 907,695

固定資産合計 977,824 1,276,831

繰延資産

社債発行費 4,155 5,830

資産合計 2,376,840 3,111,308
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 447,956 783,330

短期借入金 － 70,000

1年内返済予定の長期借入金 58,345 80,561

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 42,685 47,561

未払費用 39,793 66,210

未払法人税等 5,649 6,895

未払消費税等 － 41,809

前受金 3 －

預り金 65,449 57,321

賞与引当金 13,599 35,325

短期解約返戻引当金 5,095 41,702

その他 8 －

流動負債合計 798,585 1,350,717

固定負債

社債 470,000 480,000

長期借入金 16,690 58,373

退職給付引当金 13,027 1,175

長期未払金 58,764 58,764

長期預り保証金 10,800 10,800

固定負債合計 569,281 609,113

負債合計 1,367,867 1,959,830

純資産の部

株主資本

資本金 594,500 594,500

資本剰余金 264,700 264,700

利益剰余金 149,772 292,277

株主資本合計 1,008,972 1,151,477

純資産合計 1,008,972 1,151,477

負債純資産合計 2,376,840 3,111,308
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成21年１月31日)

売上高 5,736,620

売上原価 4,414,029

売上総利益 1,322,591

販売費及び一般管理費 ※
 1,505,647

営業損失（△） △183,055

営業外収益

受取利息 780

営業支援金収入 110,911

その他 3,871

営業外収益合計 115,562

営業外費用

支払利息 1,743

社債利息 6,253

社債発行費償却 1,675

支払保証料 3,247

その他 1,979

営業外費用合計 14,899

経常損失（△） △82,392

特別利益

原状回復費等戻入益 2,393

貸倒引当金戻入額 360

特別利益合計 2,753

特別損失

固定資産売却損 1,804

固定資産除却損 9,475

減損損失 28,224

賃貸借契約解約損 18,423

特別損失合計 57,928

税引前四半期純損失（△） △137,567

法人税、住民税及び事業税 4,937

法人税等合計 4,937

四半期純損失（△） △142,504
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年11月１日
　至　平成21年１月31日)

売上高 1,730,640

売上原価 1,308,778

売上総利益 421,862

販売費及び一般管理費 ※
 469,347

営業損失（△） △47,484

営業外収益

受取利息 215

営業支援金収入 3,718

その他 105

営業外収益合計 4,039

営業外費用

支払利息 441

社債利息 2,084

社債発行費償却 558

支払保証料 947

その他 230

営業外費用合計 4,262

経常損失（△） △47,707

特別利益

原状回復費等戻入益 1,526

賃貸借契約解約損戻入益 3,010

特別利益合計 4,536

特別損失

固定資産売却損 1,603

固定資産除却損 45

賃貸借契約解約損 1,805

特別損失合計 3,455

税引前四半期純損失（△） △46,626

法人税、住民税及び事業税 1,523

法人税等合計 1,523

四半期純損失（△） △48,150
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成21年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △137,567

減価償却費 71,395

減損損失 28,224

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,725

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） △36,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 641

受取利息及び受取配当金 △780

支払利息及び社債利息 7,997

固定資産除却損 9,475

固定資産売却損益（△は益） 1,804

賃貸借契約解約損 18,423

売上債権の増減額（△は増加） 435,549

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,568

仕入債務の増減額（△は減少） △335,374

その他 △58,178

小計 128,700

利息及び配当金の受取額 606

利息の支払額 △5,729

法人税等の支払額 △6,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △192,028

定期預金の払戻による収入 191,960

固定資産の取得による支出 △16,976

固定資産の売却による収入 17

差入保証金の差入による支出 △26,678

差入保証金の回収による収入 130,569

その他 △5,512

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △70,000

長期借入金の返済による支出 △63,899

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,136

現金及び現金同等物の期首残高 98,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 152,585
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期累計期間

（自　平成20年５月１日

至　平成21年１月31日）

当社の主力事業である移動体通信関連事業において、各移動体通信事業者により順次導入された割賦販売に伴う端末

機器の実質価格の上昇や、低廉な通信料金設定による顧客の囲い込みが急速に進展した結果、モバイル・ナンバーポータ

ビリティーを始めとする買換需要や高機能端末機器への機種変更需要の減少と、各移動体通信事業者の顧客の囲い込み

に伴う買換サイクルの長期化により、当第３四半期累計期間における売上高は 5,736,620千円と前年同期に比べ大幅な

減少となると共に、営業損失 183,055千円、経常損失82,392千円を計上し、前事業年度に引き続き不採算店舗等の閉鎖に

伴う特別損失の計上や店舗固定資産の減損処理により、四半期純損失は、142,504千円と前事業年度末と同様に大幅な損

失を計上しております。

  また、前事業年度の業績は売上高15,586,966千円、営業損失 19,552千円、経常損失 16,751千円、当期純損失 188,607千

円でしたが、当事業年度においても当第３四半期累計期間の業績と同様に売上高の大幅な減少により利益が確保できな

い状況が見込まれます。そのため継続企業の前提に関する重要な疑義が発生しております。

  当社は、業績について早期回復に向けた経営の抜本的改革の途上にあり、主力事業である移動体通信関連事業において

も同事業に派生する新たな収益源の確保に向け注力をいたしております。

具体的には、急速な技術革新による高機能化とモバイル・ナンバーポータビリテイー等による解約や機種変更により、使

用されなくなった端末機器は、家庭に眠る貴重な資源として注目を集めております。

  このような状況の中、当社では消費者のもとで不要となった携帯電話を古物営業法に則って、買取りを行い、再利用で

きるものは滅菌処理やデータ消去処理を施した後、リユース商品として一般消費者に廉価で販売を行うと共に、再利用が

不可能な端末機器については、部品・資源へのリサイクルを行います。

  当社では、中古携帯電話の取り扱いは、社会の要請に応えつつ、売上高と利益が確保できる有望な分野であると考えて

おり、この方針に基づき平成20年11月より中古携帯電話「エコたん」として、販売と買取り業務に本格的に進出すべく、

首都圏と関西圏における情報通信ショップ「イーブーム」22店舗において、これら商品の取り扱いを開始いたしました。

  また、このような売上高増加に向けた施策と共に、費用面では本社部門での管理コスト並びに、店舗での効率的な人員

配置による運営コストの削減を徹底し、また業績改善の見通しが立て難い店舗は順次閉店を行う等、抜本的なコストの削

減を合わせて実施することにより、引き続き営業利益の確保を目指してまいります。

財務面につきましては、当第３四半期末日において短期借入金は無く、１年以内に返済期日が到来する長期借入金およ

び社債を合わせ 178,345千円ありますが、不採算店舗の閉鎖による販売費及び一般管理費の大幅な削減と共に、閉店店舗

の敷金・保証金の返還に伴い、手元資金にて対応いたします。

  当社におきましては、これらの施策について、全社を挙げて取り組むことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義

の解消を目指してまいります。

　当四半期会計期間および四半期累計期間の四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な

疑義の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

会計処理基準に関する事

項の変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、先入先出法による原価法に

よっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　なお、これによる当第３四半期累計期間の売上総利益、営業損失、経常損失、税引前四半期純

損失に与える影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

固定資産の減価償却費の算

定方法

　定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分する方法により算定しております。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間（自　平成20年５月１日　　至　平成21年１月31日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年１月31日）

前事業年度末
（平成20年４月30日）

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当第３四半期会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行３行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,100,000千円
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

当座貸越極度額および貸出

コミットメントの総額
1,350,000千円

借入実行残高  70,000千円

差引額 1,280,000千円

 

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

　※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。 

給料手当 444,964千円

地代家賃  385,649 

役員報酬  84,305 

減価償却費 71,395 

法定福利費 71,394 

販売手数料 63,400 

通信費 45,546 

水道光熱費 30,229 

退職給付費用 20,111 

賞与引当金繰入額 13,599 

貸倒引当金繰入額 1,001 

 

当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

　※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。

給料手当 140,371千円

地代家賃  118,239 

役員報酬  26,465 

減価償却費 23,114 

法定福利費 20,550 

販売手数料 17,840 

賞与引当金繰入額 13,599 

通信費 13,022 

外注費 9,934 

退職給付費用 4,252 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

（平成21年１月31日現在）

現金及び預金勘定 344,614千円

預入期間が３か月を超える定期預金 192,028千円

現金及び現金同等物  152,585千円

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年１月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成21年

１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式                              　31,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

 該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年１月31日）

　当社は有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年１月31日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

当第３四半期累計期間（自　平成20年５月１日　　至　平成21年１月31日）及び第３四半期会計期間（自　　　平成20

年11月１日　　至　平成21年１月31日）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自 平成20年11月１日   至 平成21年１月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年１月31日）

前事業年度末
（平成20年４月30日）

１株当たり純資産額 32,547.51円 １株当たり純資産額 37,144.44円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △4,596.92円 １株当たり四半期純損失金額(△) △1,553.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成21年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

四半期純損失(△)（千円）     △142,504     △48,150

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円）     △142,504 △48,150

期中平均株式数（株）     31,000       31,000

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

  平成２１年３月１１日　

日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社  

   取  締  役  会  御  中  

 

 　監査法人 ト ー マ ツ 

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中山  紀昭    印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千﨑　育利　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本テレホン

株式会社の平成２０年５月１日から平成２１年４月３０日までの第２１期事業年度の第３四半期会計期間（平成２０

年１１月１日から平成２１年１月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２０年５月１日から平成２１年１月３

１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本テレホン株式会社の平成２１年１月３１日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　追記情報

　「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載のとおり、会社は当第３四半期累計期間において売上

高が大幅に減少し、前事業年度より継続して営業損失及び四半期純損失を計上しており、当事業年度においても利益が確

保できない状況が見込まれるため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応

等は当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期財務諸表に反映していない。 

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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